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議案番号 議　案　名 議　　案　　の　　要　　旨 付託先
委員会 結果

議案第33号 専決処分について
国分寺市一般会計において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中
で、低所得の子育て世帯の生活支援の観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を
速やかに支給するための補正予算を専決処分したので議会の承認を求める。

補正予算 全員賛成・承認

議案第34号 　  〃 　　
地方税法の一部改正に伴い、国分寺市市税賦課徴収条例における軽自動車税の環境
性能割の臨時的軽減期限延長等の規定等を改めるほか、引用条項等を整備し、令和
3年4月1日から施行する必要があり、専決処分したので議会の承認を求める。

総務 全員賛成・承認

議案第35号 国分寺市オンブズパーソンの解嘱について 国分寺市オンブズパーソンの望月一洋氏の辞職の申出に伴い、解嘱する。 ― 全員賛成・同意

議案第36号 　　　　　　〃　　　　　の選任について 　　　　　　〃　　　　　の解嘱に伴い、喜夛希美氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

議案第37号 監査委員の選任について 国分寺市監査委員の任期満了に伴い、川畑一良氏を再任する。 ― 全員賛成・同意

議案第38号 国分寺市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例
について 押印の見直し方針に基づき、押印に係る規定を整備する。 総務 全員賛成・可決

議案第39号 国分寺市新庁舎建設事業者選定審査委員会設置条例を廃止す
る条例について

国分寺市新庁舎建設事業者選定審査委員会について、その任務を終了したため廃止
する。 新庁舎 全員賛成・可決

議案第40号 国分寺市緑と水と公園整備基金条例の一部を改正する条例に
ついて

国分寺市緑と水と公園整備基金に、国分寺市まちづくり条例に基づく公園整備協力
金を追加する。 総務 全員賛成・可決

議案第41号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につい
て 押印の見直し方針に基づき、押印に係る規定を整備する。 〃 全員賛成・可決

議案第42号 国分寺市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
について

国分寺市子ども・子育て会議の所掌に、子ども・若者育成支援推進法による子ども
・若者育成支援に関する事項を追加する。 厚生文教 全員賛成・可決

議案第43号 国分寺市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条
例の一部を改正する条例について

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関する
規定を整備する。 〃 全員賛成・可決

議案第44号 国分寺市立学童保育所条例の一部を改正する条例について 地方税法の改正に伴い、ひとり親に係る控除が新設されたことにより、関係規定を
整備する。 〃 全員賛成・可決

議案第45号 国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用
者負担に関する条例の一部を改正する条例について

地方税法の改正に伴い、ひとり親に係る控除が新設されたことにより、関係規定の
整備等をする。 〃 全員賛成・可決

議案第46号 令和3年度国分寺市一般会計補正予算（第3号） 歳入歳出予算の総額に3億2,170万8千円を増額し、歳入歳出それぞれ525億6,096
万6千円とする。 補正予算 全員賛成・可決

議案第47号 土地取得について 新庁舎建設用地として、泉町二丁目102番9、面積12,623.72平方メートルの土地
を取得する。 新庁舎 全員賛成・可決

議案第48号 令和3年度国分寺市一般会計補正予算（第4号） 歳入歳出予算の総額に6,383万9千円を増額し、歳入歳出それぞれ526億2,480万5
千円とする。 補正予算 全員賛成・可決

―＝本会議即決、新庁舎＝新庁舎建設等特別委員会、補正予算＝補正予算審査特別委員会

第２回定例会 議案審議結果  第２回定例会には新規16件(市長提出16件)の議案が提出され、承認２件、同意３件、可決11件となりました。

第第２２回定例会 陳情の審議結果について回定例会 陳情の審議結果について
陳情番号 件　　名 付託先委員会 結　果

陳情第2-5号 都立病院・公社病院の「地方独立行政法人」化の中止に関わる意見書提出を求める
陳情 厚生文教 不採択

陳情第3-2号
一人一人の子どもを大切にし、感染症からも守るために、国分寺市議会が、国・東
京都に対して「小・中学校全学年に30人以下の少人数学級の実現を求める意見書を
送付すること」を求める陳情

〃 継続

陳情第3-3号 国分寺市現庁舎用地における音訳施設の設置に関する陳情 公共施設 継続

陳情第3-4号 国3・2・8号線（新府中街道）の総合的安全対策に関する陳情 建設環境 継続

会派代表者の変更について会派代表者の変更について
　令和３年４月19日付けで立憲・市民フォーラムより、令和３年５月６日
付けで日本共産党国分寺市議団より、それぞれ代表者変更届が提出されま
したのでお知らせします。

立憲・市民フォーラム
　　　新代表者：星いつろう　議員　　　前代表者：及川　妙子　議員

日本共産党国分寺市議団
　　　新代表者：岡部　宏章　議員　　　前代表者：中山　ごう　議員

議員の辞職について議員の辞職について
　　次の通り議員の辞職がありましたのでお知らせします。

議員名　岩永　康代
（無会派（国分寺・生活者ネットワーク）） 　　 辞職日　令和３年６月１日

議員名　本橋　たくみ
（自由民主党市議団）　　　　　　　　　　　　辞職日　令和３年６月１日

シリーズ国分寺市議会⑮シリーズ国分寺市議会⑮　補欠選挙とは補欠選挙とは
　補欠選挙とは、議員の辞職等により議員定数に欠員が生じた場合、その欠員の補充のために行われる選挙です。
市議会議員の補欠選挙は、欠員数が議員定数の６分の１を超えたときや、市長選挙が行われる場合で、議員定数に欠員が生じていると
　きに行われます。
また、任期は前任者の残任期間とされています。
なお、令和３年７月４日(日)の国分寺市長選挙および東京都議会議員選挙と同時に国分寺市議会議員補欠選挙が８年ぶりに行われます。

公共施設＝公共施設等総合管理特別委員会


